
   平成２７年度から適用される 

個人住民税の税制改正について 

 

 ●住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充 

    住宅借入金等（住宅ローン）特別税額控除については、居住年の適用期限が平成２５年１２月 

３１日から平成２９年１２月３１日まで４年間延長されました。また、平成２６年４月１日～平成２９

年１２月３１日に居住開始した場合、控除限度額が拡充されることになりました。 

   

居住年 控除限度額 

～平成２５年１２月３１日 
所得税の課税総所得金額等×５％（最高 

９７，５００円） 

平成２６年１月１日～ 

３月３１日 

所得税の課税総所得金額等×５％（最高 

９７，５００円） 

平成２６年４月１日～ 

平成２９年１２月３１日 

所得税の課税総所得金額等×７％（最高 

１３６，５００円） 

 

 

 ●上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる１０％軽減税率の廃止 

  上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる１０％軽減税率（所得税７％、町道民税３％）の特例

措置は、平成２５年１２月３１日をもって廃止され、平成２６年１月１日以降は本則税率の２０％

（所得税１５％、町道民税５％）が適用されることになりました。 

  

対象年度（年） 上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる税率 

平成２６年度（平成２５年分）まで １０％（所得税７％、町道民税３％） 

平成２７年度（平成２６年分）以降 ２０％（所得税１５％、町道民税５％） 

※所得税については、平成２５年分から平成４９年分まで基準所得税額に２．１％の税率を乗じ

て計算した復興特別所得税を納付することになります。 

 

  

 

 

【お問い合わせ先】白老町役場税務課住民税グループ ℡０１４４－８２－２６５９ 



 

 

●非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置 

（いわゆるＮＩＳＡ）の創設 

平成２６年から３５年までの間に、年間１００万円を上限として非課税口座で取得した上場株

式等の配当やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益について、最長５年間所得税

及び個人住民税が非課税となります。 

 

   ・詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

 

 ●ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正（生活に通常必要でな

い資産の範囲の追加） 

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない、生活に通常必

要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の

資産（ゴルフ会員権等）が追加されました。 

これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益

通算ができなくなりました。 

 

 

 

 

※ 申告をしていない方は申告（社会保険料控除、扶養控除等）を行うことにより、非課税ま

たは税が減額となる場合があります。 

 


